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①安全教育を充実させ、日々の作業に対するリスクアセスメントの
実施と「報告・連絡・相談」(ほうれんそう)を継続して行う。

②店社パトロールを充実させ、効果的な改善が継続的に実施され
ている事を確認する。

③安全衛生計画活動に必要な経営資源を積極的に投資する。

令和宣言日

宮城労働局・各労働基準監督署、中央労働災害防止協会東北安全衛生サービスセンター、
建設業労働災害防止協会宮城県支部、陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮城県支部、港
湾貨物運送労働災害防止協会宮城県支部、林業・木材製造業労働災害防止協会宮城県支
部、公益社団法人宮城労働基準協会

東北重機工事株式会社

事業場名

SafeworK 向上宣言
当社は、健康で働きやすい職場環境を充実させます。

【基本方針】

特に三大災害のひとつである「墜落・転落災害」の事故を防止するため


